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株主総会ご出席株主様へのご来場記念品の配付を
取り止めさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

　
ハウスコム株式会社

証券コード：3275



証券コード　3275
（発送日）2023年６月１日

（電子提供措置開始日）2023年５月26日
株　主　各　位

東京都港区港南二丁目16番１号
ハ ウ ス コ ム 株 式 会 社
代表取締役社長 田 村 　 穂

　【当社ウェブサイト】
　　https://www.housecom.co.jp/

　【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
　　https://d.sokai.jp/3275/teiji/

　【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第25期　定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第25期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上
げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供
措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェ
ブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご
確認くださいますようお願い申し上げます。

　（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「投資家情報」「IRライ
ブラリ」「株主総会関連資料」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ハウ
スコム」または「コード」に当社証券コード「3275」を入力・検索し、「基本
情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招
集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
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１. 日 時 2023年６月16日（金曜日）　午前10時
２. 場 所 東京都港区港南２丁目16番１号

品川イーストワンタワー　９F
ハウスコム株式会社　本社大会議室

３. 目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第25期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告及び

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件

２. 第25期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告
の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役１名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

　なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットによって議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年６月15日（木曜日）午後
５時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬　具

記

以 上

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおい
て、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎ 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送り
いたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除
いております。

① 連結計算書類の「連結注記表」
② 計算書類の「個別注記表」

従いまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報
告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査した対象書類の一部であります。

◎ 株主総会ご出席株主様へのご来場記念品の配付を取り止めさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

株主総会に
ご出席される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

行使期限 行使期限 日　時

2023年６月15日（木曜日）
午後５時30分到着分まで

2023年６月15日（木曜日）
午後５時30分入力完了分まで

2023年６月16日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・２・３号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとし
てお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
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第１号議案 剰余金の処分の件

株主総会参考書類

議案及び参考事項

　当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつ
として認識しております。配当政策につきましては、株主の皆様への利益還元と内部留保充実
のバランスを総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じて、継続的かつ安定的に利益配分
する方針であり、具体的には、各期の経営成績の状況等を勘案し、配当性向30％を基本方針
に、株主の皆様への利益還元を行って参ります。
　当期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業展開及び株主還元の安定性等を勘
案いたしまして、以下のとおり１株につき８円とさせていただきたいと存じます。
　これにより、当期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金８円を含め、１株につき
16円となります。
　期末配当に関する事項

① 配当財産の種類
金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金８円　総額61,704,496円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月19日
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第２号議案 取締役１名選任の件

新　任

所有する当社の株式数
普通株式

0株

まつかわ

松川
 

　
たいぞう

泰三
（1966年1月14日生）

　

略歴及び当社における地位（重要な兼職の状況）

1994 年 10 月　大東建託株式会社入社
2016 年　4 月　同社不動産事業推進部長
2021 年　4 月　大東建託パートナーズ株式会社取締役
　　　　　　　　少額短期保険ハウスガード株式会社取締役（現任）
2023 年　4 月　大東建託株式会社執行役員（現任）
　　　　　　　　大東建託パートナーズ株式会社常務取締役（現任）
　　　　　　　　株式会社セイルボード取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
　大東建託株式会社執行役員
　大東建託パートナーズ株式会社常務取締役
　少額短期保険ハウスガード株式会社取締役

株式会社セイルボード取締役

選任理由

同氏は、長年にわたり不動産賃貸業界において業務を行っており、現在は大
東建託パートナーズの常務取締役として、その豊富な経験及び知識を活かし
て業務の執行を行っております。
当社といたしましては、当社グループのさらなる発展のため、同氏の有する
経験及び知識が必要と判断したため、取締役としての選任をお願いするもの
であります。

　本定時株主総会終結の時をもって、取締役川原栄司は辞任により退任いたしますので、その
補欠として取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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（注）１. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 取締役候補者松川泰三氏は、現在親会社の子会社である大東建託パートナーズ株式会社の業務を執
行しております。
なお、同氏の同社における地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位（重要な兼職の状
況）」欄に記載のとおりであります。

３. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締
結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追
及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することと
しております（ただし、故意又は重過失に起因して生じた当該損害を除く）。候補者が取締役に選
任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時に
おいても同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件

再　任

所有する当社の株式数
普通株式

0株

やま

山
 

　
もと

本
 

　
まさ

将
 

　
き

貴
（1974年４月28日生）

　

略歴及び当社における地位（重要な兼職の状況）

    1998年    4 月 株式会社ぎょうせい入社
    2016年    1 月 第二東京弁護士会登録

将山法律事務所開所
    2021年    12月 弁護士法人平田法律事務所入所（現任）

選任理由

<補欠の社外監査役候補者とした理由>
同氏につきましては、弁護士としての専門知識と経験等により、業務執行の
経営判断の妥当性について、法的立場から意見・支援を受けることで、当社
の監査体制の強化に活かしていただけると考えたため、補欠の社外監査役と
して選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に会社の経営に直接関与された経験はありませんが、上
記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判
断しております。

　法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠
の社外監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　候補者の補欠の社外監査役としての選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、
取締役会の決議により、これを取り消すことができるものといたします。
　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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（注）１. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 補欠監査役候補者山本将貴氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

なお、当社は、同氏が社外監査役に就任した場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員
として指定し、同取引所に届け出る予定です。

３. 当社は、山本将貴氏が選任され、監査役に就任した場合、当社定款第35条の規定に基づき、同氏と
の間で会社法第423条第１項の責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限
度とする責任限定契約を締結する予定であります。

４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結
し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求
を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。
山本将貴氏が選任され、監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることと
なります。

以 上
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取締役／監査役 企業
経営

財務・
会計 リスク管理

不動
産・
業界知
見

法務
・コンプラ
イアンス

ＩＴ
事業戦
略・
DX

ＥＳＧ

代表取締役
社長執行役員 田 村 　 穂 〇 〇 〇

取締役
執行役員 安 達 昌 功 〇 〇 〇

取締役 松 川 泰 三 〇 〇 〇

社外取締役 石 本 哲 敏 〇 〇 〇

社外取締役 角 田 朋 子 〇 〇 〇

常勤監査役 村 岡 　 彰 〇 〇 〇

社外監査役 今 井 良 明 〇 〇 〇

社外監査役 鶴　田　信一郎 〇 〇 〇

【参考】スキル・マトリックス

※対象者の有するスキル等のうち主なもの最大３つに〇をつけています。対象者のスキル等の全てを表すもので
はありません。
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（添付書類）
事業報告（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

１. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

　当連結会計年度においては、内閣府の月例経済報告によれば、わが国の景気は新型コロナ
ウイルス感染症の影響から概ね緩やかに持ち直しており、先行きについては、世界的な金融
引締め・海外景気の下振れ等の影響や国内の物価上昇の影響によるリスクはあるものの、社
会経済活動の正常化が進む中で景気の持ち直しの持続が期待されてます。
　当社グループ（当社及び当社の連結子会社）が主力とする不動産賃貸仲介の業界におきま
しては、社会経済活動の持ち直しの動きに連動して、地域差はあるものの全体としては需要
の回復プロセスが進行しているものと推察されます。また、地域・時期による転居需要水準
の変動は依然として存在していますが、飲食業等における営業時間制限の撤廃、外国人観光
客・外国人留学生の受け入れ再開等、政府・行政の諸政策の効果により、需要回復が一層進
むことが予想されています。

　このような事業環境の下で、当社グループは、各地域の転居需要を確実に取り込むことを
重視して事業運営を推進してきました。2022年５月には宅地建物取引業法が改正されて重
要事項説明書と賃貸借契約書を書面ではなく電磁的方法で交付することができるようにな
り、契約締結までの時間の短縮、保管の効率化、デジタル完結が可能となりました。不動産
ＤＸに積極的に取り組んできた当社グループは、この法改正を顧客の利便性向上と会社内の
生産性向上の好機と捉え、電磁的方法に対応するシステムを整備いたしました。併せて、情
報システムと情報利活用の高度化に対処するため、外部の情報セキュリティアセスメントを
受け必要な対応への取り組みを進めています。また、地域内の転居需要取り込みの効率性の
観点から、店舗展開においては新規出店とともに既存店舗の統廃合を進め、グループ直営の
賃貸仲介店舗は期末時点で200店（期末日を最終営業日とする店舗は含まない）となりまし
た。

　そして、経営戦略における重点ポイントの１つ「グループ経営を前進させるための内部体
制の強化」の一環として持株会社化の検討・準備を進め、2022年10月１日付で持株会社体
制への移行を実施いたしました。持株会社体制への移行は、地域における営業力・競争力の
強化を目的として、より地域の市場特性に合った施策をよりタイミングよく実行に移しやす
い体制にすること、そして地域の実情に合わせた人事施策・運営により人材資源の充実を図
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ることを企図してのものであります。また、今後、営業地域の拡大・事業領域の拡張のため
にＭ＆Ａを実施する際には、持株会社体制であることがグループ経営を行いやすくするもの
と認識しております。
　なお、当社グループの中長期的な経営戦略については、2021年12月24日に「新成長戦
略～３か年目標値及び2030年３月期に向けた目標～」を公表しております。そこでは新た
な成長を実現する戦略として（１）既存事業分野の競争力強化等（不動産テック活用のその
先のフェーズへ）、（２）既存事業の店舗数増加による規模の拡大（新規出店・Ｍ＆Ａ）、
（３）事業領域拡大による収益構造の転換（新たな事業ポートフォリオの構築）、（４）グル
ープ経営を前進させるための内部体制の強化、以上の４項目を重要ポイントとして提示して
おります。

　また、企業価値を継続的に高めるために不可欠なＥＳＧ対応についても、再生可能エネル
ギーへの切替の進展・店舗照明のＬＥＤ化の実施などＴＣＦＤフレームワークを念頭に置い
た環境対応施策に取り組み続けるとともに、子育て支援企業として厚生労働省の「くるみん
認定」（2021年認定）の取得、経済産業省の定める「ＤＸ認定事業者」の認定取得など、か
ねてより諸制度の導入や運営強化を進めてきました。2023年2月には、経済産業省主催の
「健康経営優良法人2023」（大規模法人部門）に２年連続で認定されました。今後さらに取
り組みを充実させるための整理・準備を進行しております。

　これらの事業運営を進めてきた結果として、当社グループの連結経営成績は、営業収益
14,179百万円（前期比0.2％減、27百万円減）、営業利益394百万円（前期比5.8％減、24
百万円減）、経常利益620百万円（前期比0.9％増、５百万円増）、親会社株主に帰属する当
期純利益327百万円（前期比12.2％減、45百万円減）となりました。

　セグメントごとの業績は、次のとおりです。また、セグメント区分による各事業の内容・
連結決算への反映期間は（注１）（注２）に記載しております。

①　不動産関連事業（注１）
　不動産関連事業は、営業収益は12,540百万円（前期比2.3％減、291百万円減）、セグ
メント利益は2,185百万円（前期比8.7％増、174百万円増）となりました。新型コロナウ
イルス感染症の第７波・第８波の下で当社グループ従業員の罹患者が増加して営業活動の
稼働率が低下した影響等により、仲介件数はグループ全体で82,208件となり、営業収益
の減少をもたらしました。なお、単価の状況においては、転居需要の回復プロセスが進行
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する中で、仲介手数料だけでなく、仲介１件当たりの特別依頼広告料・周辺商品販売等の
収入においても回復の傾向を見せております。また、地域内の転居需要取り込みの効率性
の観点から、新規出店５店舗を行う一方で既存店舗の統廃合として11店舗を退店し、グル
ープ直営の賃貸仲介店舗は期末時点で200店（期末日を最終営業日とする店舗は含まな
い）となりました。費用面において効率化による抑制が進んだ結果、収益性が改善し、セ
グメント利益の増加がもたらされました。
　今後は、回復する市場のなかで転居需要の確実で効率的な取り込みを継続しながら、新
成長戦略の下で、成長の加速と事業ポートフォリオの見直しのための新サービスの開発・
市場浸透等に注力してまいります。

②　施工関連事業（注２）
　施工関連事業は、営業収益は1,638百万円（前期比19.2％増、263百万円増）、セグメ
ント利益は183百万円（前期比110.4％増、96百万円増）となりました。これらの業績
は、ハウスコム株式会社内のリフォーム事業と会社分割によりそれを継承したハウスコム
コミュニケーションズ株式会社とを合わせた営業収益が1,125百万円（前期比16.0%増、
155百万円増）まで回復したこと、及びエスケイビル建材株式会社の営業収益が513百万
円（前期比26.8％増、108百万円増）となったことが反映されたものであります。
　今後は、市場環境の回復のなかで受注機会の確実な獲得に引き続き注力する予定です。

（注１）「不動産関連事業」は不動産仲介、広告・損害保険・各種サービス等に関する事業であり、同事
業はハウスコム株式会社及び100％子会社12社合計13社により構成されています。また、当連
結会計年度の連結業績への反映期間は、以下のとおりです。なお、大阪ハウスコム株式会社は、
決算期変更に伴い2023年３月31日までを当連結会計年度に取り込むことになりました。

　　　　ハウスコム株式会社 2022年４月１日より2023年３月31日迄
　　　　ハウスコムテクノロジーズ株式会社 2022年４月１日より2023年３月31日迄
　　　　大阪ハウスコム株式会社 2022年3月１日より2023年３月31日迄
　　　　ハウスコム東東京株式会社 2022年10月１日より2023年３月31日迄
　　　　ハウスコム西東京株式会社 2022年10月１日より2023年３月31日迄
　　　　ハウスコム東神奈川株式会社 2022年10月１日より2023年３月31日迄
　　　　ハウスコム西神奈川株式会社 2022年10月１日より2023年３月31日迄
　　　　ハウスコム千葉株式会社 2022年10月１日より2023年３月31日迄
　　　　ハウスコム埼玉株式会社 2022年10月１日より2023年３月31日迄

― 13 ―



2022年3月期 2023年3月期 増減額 増減率
営 業 収 益

不 動 産 関 連 事 業 12,832,064 12,540.795 △291,269 △2.3％
施 工 関 連 事 業 1,374,709 1,638,522 263,813 19.2％

合 計 14,206,774 14,179,318 △27,456 △0.2％
営 業 利 益

不 動 産 関 連 事 業 2,010,280 2,185,101 174,820 8.7％
施 工 関 連 事 業 87,260 183,596 96,335 110.4％
調 整 額 △1,679,159 △1,974,374 △295,214 ―

合 計 418,382 394,323 △24,058 △5.8％
経 常 利 益 614,998 620,673 5,674 0.9％
当 期 純 利 益 372,970 327,351 △45,619 △12.2％

　　　　ハウスコム関東株式会社 2022年11月１日より2023年３月31日迄
　　　　ハウスコム静岡株式会社 2022年10月１日より2023年３月31日迄
　　　　ハウスコム東海株式会社 2022年10月１日より2023年３月31日迄
　　　　琉球ハウスコム株式会社 2022年10月１日より2023年３月31日迄

（注２）「施工関連事業」はリフォーム、請負建築工事等であり、ハウスコム株式会社内のリフォーム事
業及び100％子会社のエスケイビル建材株式会社・ハウスコムコミュニケーションズ株式会社に
より構成されています。また、当連結会計年度の連結業績への反映期間は、以下のとおりです。

　　　　ハウスコム株式会社内のリフォーム事業 2022年４月１日より2023年３月31日迄
　　　　エスケイビル建材株式会社 2022年１月１日より2022年12月31日迄
　　　　ハウスコムコミュニケーションズ株式会社 2022年10月１日より2023年３月31日迄

当社グループの当連結会計年度における経営成績は、以下のとおりです。
（単位：千円）
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2022年3月期 2023年3月期 増減額 増減率
営 業 収 益

不動産賃貸仲介事業 5,362,451 2,801,453 △2,560,998 △47.7％
仲介関連サービス事業 4,674,708 2,621,723 △2,052,985 △43.9％
経 営 指 導 料 ー 976,184 976,184 ー
そ の 他 の 事 業 1,546,678 872,114 △674,563 △43.6％

合 計 11,583,838 7,271,476 △4,312,361 △37.2％
営 業 費 用 11,236,628 7,235,867 △4,000,760 △35.6％
営 業 利 益 347,209 35,608 △311,601 △89.7％
経 常 利 益 542,940 258,288 △284,652 △52.4％
当 期 純 利 益 328,224 154,979 △173,245 △52.8％

（参考）ハウスコム株式会社単体における経営成績は、以下のとおりです。
（単位：千円）

　ハウスコム株式会社単体における当事業年度の業績は、営業収益7,271百万円（前期比
37.2％減）、営業利益35百万円（前期比89.7％減）、経常利益258百万円（前期比52.4％
減）、当期純利益154百万円（前期比52.8％減）となりました。前期との差異の主たる理由
は、2022年10月１日に開始された持株会社体制への移行に伴い、ハウスコム株式会社内に
一部の賃貸仲介店舗を残し、賃貸仲介店舗とリフォーム事業営業所を子会社に移管したこと
に伴うものです。子会社の店舗で行う賃貸仲介によって発生する仲介手数料・付帯収入は原
則として子会社の営業収益として計上されるとともに、人件費・家賃・諸経費等の店舗運営
費用は子会社の費用として計上される等、グループ内で発生する営業収益・費用の多くが子
会社で計上されるようになり、ハウスコム株式会社単体での営業収益・費用の計上は大きく
減ることとなりました。
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事業所名 地区
業種の種類別
セグメントの
名 称

設備の内容
取得価額（千円）

建物附属
設　  備

ソ フ ト
ウ ェ ア

ソフトウェア
仮 勘 定 合計

取 手 店 茨城地区新店１ヵ所 不動産関連事業 営業店舗
(賃　貸) 2,051 － － 2,051

柏 東 口 店 千葉地区新店１ヵ所 不動産関連事業 営業店舗
(賃　貸) 704 － － 704

高 円 寺 店 東京地区新店１ヵ所 不動産関連事業 営業店舗
(賃　貸) 4,861 － － 4,861

甲 府 店 山梨地区新店１ヵ所 不動産関連事業 営業店舗
(賃　貸) 500 － － 500

柏 店 千葉地区移転１ヵ所 不動産関連事業 営業店舗
(賃　貸) 4,450 － － 4,450

八王子駅前店 ほか東京地区移転３ヵ所
（移転合計４ヵ所） 不動産関連事業 営業店舗

(賃　貸) 30,773 － － 30,773

本 社 東京地区１ヵ所 － 本 社
(賃　貸) － 214,929 792 215,721

合　計 43,340 214,929 792 259,061

（2）資金調達等についての状況（重要なものに限る。）
① 資金調達
　持株会社体制に係る吸収分割によって承継された各子会社の本社並びに店舗の営業保証
金の預入等に伴い、営業保証金の預入の資金需要に対応するために1,000百万円の短期借
入をおこないました。
　なお、当該短期借入につきましては、持株会社体制移行前に供託していた営業保証金が
１年以内に還付されることが見込まれ、かつ当該還付金で返済を予定しております。

② 設備投資
　当連結会計年度において実施いたしました、主な設備投資は次のとおりであります。
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名　称 数　量 リース期間 年間リース料 リース契約残高
（オペレーティングリース）

車 両 運 搬 具 496 ５年 92,619 42,143
工具、器具及び備品 29 １年 602 27

　リース契約による主な賃貸設備は、次のとおりであります。

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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区　分 第22期
2020年３月期

第23期
2021年３月期

第24期
2022年３月期

第25期
(当連結会計年度)
2023年３月期

営 業 収 益 （千円） 13,015,893 12,299,898 14,206,774 14,179,318
経 常 利 益 （千円） 1,183,076 576,363 614,998 620,673
親会社株主に帰属する当期純利益 （千円） 673,621 312,256 372,970 327,351
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 87円24銭 40円37銭 48円33銭 42円48銭
総 資 産 額 （千円） 9,802,637 9,853,143 10,178,237 11,482,533
純 資 産 額 （千円） 6,459,773 6,512,559 6,789,055 7,018,459
１ 株 当 た り 純 資 産 額 832円09銭 837円07銭 877円51銭 905円89銭

区　分 第22期
2020年３月期

第23期
2021年３月期

第24期
2022年３月期

第25期（当期）
2023年３月期

営 業 収 益 （千円） 12,125,890 11,354,791 11,583,838 7,271,476
経 常 利 益 （千円） 1,429,879 709,260 542,940 258,288
当 期 純 利 益 （千円） 927,806 430,477 328,224 154,979
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 120円17銭 55円66銭 42円53銭 20円11銭
総 資 産 額 （千円） 9,811,073 9,817,601 10,186,092 10,086,110
純 資 産 額 （千円） 6,699,875 6,873,366 7,073,912 7,137,619
１ 株 当 た り 純 資 産 額 863円16銭 883円66銭 914円50銭 921円34銭

（3）財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第24期連結会計年度の
期首から適用しており、当事業年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値とな
っております。

② 当社の財産及び損益の状況

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第24期事業年度の期首
から適用しており、当事業年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となって
おります。
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（4）対処すべき課題
　当社グループは、これまで不動産賃貸仲介を事業の柱として成長を遂げてきました。その
事業規模の拡大は、店舗数の増加をベースとして、周辺商品・周辺事業に収益の間口を広げ
ながら、ＩＴ技術の活用と人材の質を競争力の礎とすることで実現してきたものでした。一
方で、新型コロナウイルス感染症の広がりによる転居需要の減少に直面したときに営業収益
の減少を補いきれずに減益になったことは、事業ポートフォリオの見直しの必要性を示唆す
るものでありました。
　このような状況を踏まえ、今後の更なる発展のためには、事業領域の拡大及び競争力の強
化等による成長の加速と、継続収入型サービスによる安定収益基盤の構築を含めた新たな事
業ポートフォリオの構築とが中長期的な経営戦略として重要であると認識し、「新成長戦略 
」を公表いたしました。
　そして、今後の成長に向けて事業を前進させていく上で、各種施策を遂行する基底とし
て、コンプライアンスやお客様満足度向上の追求等は揺るがせてはならない必要不可欠なも
のであると受け止めております。このような状況認識に基づき、事業運営において優先的に
対処すべき課題は以下のとおりです。

① コンプライアンスの徹底
　当社は、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣免許（免許証番号：国土交通大臣(5)
第6094号）を取得しており、当社が属する不動産賃貸仲介業界は、当該法規制等の下に事
業展開しております。法令遵守は企業存続の基本であり、前提であることから、宅地建物取
引業法のみならず、関係諸法令を遵守することは当然のことであるとの認識で事業活動して
おります。これは将来においても変わることのない方針であるため、全社的に更なる徹底が
必要であると考えており、全従業員を対象としたＥラーニングシステムを活用し、コンプラ
イアンス意識の更なる醸成を進めてまいります。

② お客様満足度の向上
　部屋探しのお客様の満足度を高めるためには、仲介斡旋可能な賃貸物件の品揃え（幅広く
多数の物件をご紹介できること）と、当社スタッフが高い提案力と好感の持てる接客でお客
様に向き合うことが重要であると考えられます。それらをより良くしていくために、物件に
ついての仕入れ・空室情報の入手と、各種研修やＯＪＴ等を通じたサービス水準の向上に努
めてまいります。
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③ 人材育成の強化
　優秀な人材を確保することができなければ事業の発展は困難であり、お客様満足度の向上
も企業価値の向上も、いずれも実現は困難になります。そのため、事業活動の要となる人材
の確保・育成強化に努めます。具体的には、入社時からはじまり各職種・各階層別に策定さ
れた各種研修プログラムに基づき、計画的に研修を実施し、知識の向上ではＥラーニングシ
ステムを活用し人材育成を強化しております。また、経験の幅を広げ蓄積を重ねていくた
め、店舗間の異動や本社－店舗間の異動を適切なタイミングで行うように努めてまいりま
す。

④ ＩＴ技術の積極的な導入と活用の浸透（店舗競争力の強化）
　店舗競争力の強化は事業戦略の重要方針の１つであり、そのなかでも、現在、不動産テッ
クと呼ばれるＩＴ技術を活用して部屋探しのお客様のニーズを満たすことが、競争力の重要
な要素になっています。当社グループは、早くよりＡＩ（人工知能）を活用した部屋探し支
援サービスやマイボックス（個人別連絡用ＷＥＢサイト）、ＡＩを活用したチャット機能な
どを導入してきました。また、最近の社会情勢下で求められるオンラインサービスにも対応
済みです。こうした技術の活用は、単に仕組みの導入だけでなく運用における習熟が快適な
利便性の鍵になり得るとともに、常により利便性の高いものが求められる可能性がありま
す。これら技術の導入について常に見直しを進め、スピーディーに習熟して高い品質の実運
用を行えるようにするとともに、業務フローやバリューチェーンの変更と一体化させた不動
産ＤＸの実現を進めてまいります。

⑤ ＥＳＧへの取り組みの強化と関連開示の整備
　当社グループは、企業が継続的に企業価値を高めるためにはＥＳＧの各分野における取り
組みの強化は必要不可欠であり、リスクと機会を想定しながら、望ましい形での事業発展を
遂げていくことが求められていると認識しています。優先順位をつけながらも社会的期待に
応えてＥＳＧへの対応強化を図るとともに、当社グループの同分野での取り組み・進捗と将
来の姿をご覧いただけるように開示体制を整えてまいります。
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　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご指導を賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。

（5）主要な事業内容（2023年3月31日現在）

① 入居者斡旋等の不動産仲介業務
② 損害保険、並びに広告掲載の代理店業務
③ 不動産仲介斡旋に関連して発生する鍵交換やブロードバンドの取次など代理店業務
④ リフォーム、請負建築工事等の施工関連業務
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都道府県 店舗名 都道府県 店舗名
栃 木 県 宇都宮店・宇都宮東店・小山店

神 奈 川 県

溝の口店・鷺沼店・たまプラーザ店・武蔵小杉店
元住吉店・川崎駅前店・向ヶ丘遊園店・鶴見店
横浜店・関内店・戸塚店・二俣川店・上大岡店
金沢文庫店・青葉台店・日吉店・綱島店
菊名店・横須賀中央店・京浜久里浜店・橋本店
相模原店・相模大野店・本厚木店・海老名店
中央林間店・大和店・秦野店・湘南台店・藤沢店
辻堂店・茅ヶ崎店・平塚店・小田原店
リフォームコム二俣川営業所

群 馬 県 前橋店・高崎店・伊勢崎店・太田店
リフォームコム太田営業所

茨 城 県 水戸駅前店・水戸元吉田町店
つくば研究学園店・取手店

埼 玉 県

熊谷店・上尾店・大宮店・大宮東口店
武蔵浦和店・北浦和店・浦和店・浦和東口店
南浦和店・蕨店・川口店・東川口店・志木店
和光店・久喜店・春日部店・越谷店・草加店
所沢店・所沢駅前店・川越店
リフォームコム川口営業所 山 梨 県 甲府店

千 葉 県

千葉店・千葉中央店・稲毛店・勝田台店
八千代台店・津田沼店・北習志野店・船橋店
西船橋店・本八幡店・市川店・行徳店・浦安店
松戸店・柏店・柏東口店・南流山店・成田店
リフォームコム船橋営業所

静 岡 県

沼津店・富士店・静岡草薙店・静岡北店
静岡店・藤枝店・掛川店・磐田店・浜松店
浜松東店・浜松西店・浜松高台店
リフォームコム静岡営業所

東 京 都

瑞江店・西葛西店・小岩店・新小岩店

青砥店・亀有店・押上店・日暮里店

綾瀬店・北千住店・中野店・高円寺店

荻窪店・赤羽店・王子店・成増店

練馬店・池袋西口店・高田馬場店

新宿店・五反田店・三軒茶屋店

桜新町店・明大前店・千歳烏山店

祖師ヶ谷大蔵店・自由が丘店

大岡山店・蒲田店・大森店

ひばりヶ丘店・吉祥寺店・武蔵境店

三鷹店・武蔵小金井店・国分寺店

国立店・立川店・立川南口店・調布店

聖蹟桜ヶ丘店・八王子駅前店

八王子店・町田店・町田駅前店

リフォームコム立川営業所

愛 知 県

豊橋店・豊川店・三河豊田店・豊田店・岡崎店
大樹寺店・新安城店・知立店・刈谷店・野並店
塩釜口店・新瑞橋店・藤が丘店・星ヶ丘店
池下店・浄心店・高畑店・東海通店・小幡店
大曽根店・黒川店・中村公園店・勝川店
春日井店・小牧店・一宮駅前店
リフォームコム名古屋営業所
リフォームコム岡崎営業所

岐 阜 県 岐阜店・岐阜駅前店
三 重 県 四日市店
京 都 府 桂店・太秦天神川店・西院店

大 阪 府

豊中店・茨木店・和泉府中店・千里中央北店
千里中央店・北千里店・山田店・桃山台店
緑地公園店・江坂店・江坂駅前店・東三国店
新大阪店・新大阪中央店・西中島南方店・梅田店
南森町店・天六店・京橋店・守口店・肥後橋店
天満橋店・本町店・心斎橋店

香 川 県 高松店
福 岡 県 吉塚店・天神店
沖 縄 県 那覇店・小禄店

（6）主要な店舗・営業所並びに使用人の状況（2023年3月31日現在）

① 主要な店舗・営業所

（注）上記には、3月31日に閉店した3店舗（千里中央北店、江坂駅前店、新大阪中央店）を含めて表示しております。
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セグメントの名称 使用人数 前連結会計年度末比
不動産関連事業 948名 99名減
施 工 関 連 事 業 37名 3 名減
全  社（共  通） 108名 ー
合 計 1,093名 102名減

使用人数 前事業年度末比 平均年齢 平均勤続年数
136 名 906 名減 38.5 歳 7.6 年

② 使用人の状況
１）企業集団における使用人の状況

（注）１．使用人数は就業人員数であります。
　　　２．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

２）当社における使用人の状況

（注）１．使用人数は就業人員数であります。
　　　２．前事業年度末比の減少は、当期に実施した持株会社体制に係る吸収分割によって継承された各子会

社への出向によるものです。
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会社名 資本金
（千円）

親会社の議決権比率
（％） 主要な事業内容

大東建託株式会社 29,060,991 51.9 建物賃貸事業の企画・建築

会社名 所在地 資本金
  (千円）

出資比率
(%) 主要な事業内容

ハウスコム東東京株式会社 東京都新宿区 20,000 100.0 不動産賃貸仲介業

ハウスコム西東京株式会社 東京都立川市 20,000 100.0 不動産賃貸仲介業

ハウスコム東神奈川株式会社 神奈川県横浜市 20,000 100.0 不動産賃貸仲介業

ハウスコム西神奈川株式会社 神奈川県藤沢市 20,000 100.0 不動産賃貸仲介業

ハウスコム埼玉株式会社 埼玉県さいたま市 20,000 100.0 不動産賃貸仲介業

ハウスコム千葉株式会社 千葉県千葉市 20,000 100.0 不動産賃貸仲介業

ハウスコム関東株式会社 栃木県宇都宮市 20,000 100.0 不動産賃貸仲介業

ハウスコム静岡株式会社 静岡県静岡市 20,000 100.0 不動産賃貸仲介業

ハウスコム東海株式会社 愛知県名古屋市 20,000 100.0 不動産賃貸仲介業

（7）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

　当社グループは、親会社が建設した賃貸建物に対し、一般賃貸建物と同様に当社の本業
の一部として入居者の仲介斡旋を行っております。

② 子会社の状況
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会社名 所在地 資本金
  (千円）

出資比率
(%) 主要な事業内容

琉球ハウスコム株式会社 沖縄県那覇市 20,000 100.0 不動産賃貸仲介業

大阪ハウスコム株式会社 大阪府大阪市 50,000 100.0 不動産賃貸仲介業

ハウスコムコミュニケーションズ株式会社 東京都港区 20,000 100.0 リフォーム事業

ハウスコムテクノロジーズ株式会社 東京都港区 45,000 100.0
広告代理店業務、ＷＥＢサイト
の運営・管理業務、印刷物の制
作業務

エスケイビル建材株式会社 埼玉県富士見市 10,000 100.0
塗装工事、金属製建具工事、内
装工事など建築物の施工、営繕
及び工事管理業務等

（注）１．大阪ハウスコム株式会社は、株式会社宅都より2022年10月１日付で社名変更いたしました。
　　　２．当社は、2022年10月１日をもって持株会社体制に移行いたしました。持株会社体制の内容につ

きましては、事業報告「１．企業集団の現況に関する事項」「（９）その他企業集団の現況に関
する重要な事項」に記載しております。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
　当社は、特定完全子会社はありません。

借　　入　　先 借　入　残　高（千円）
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 600,000
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 200,000
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 200,000

（8）主要な借入先及び借入額（2023年3月31日現在）

― 26 ―



（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当社は、2022年10月１日をもって持株会社体制に移行いたしました。
同移行にあたり、従来はハウスコム株式会社にて営まれていた不動産関連事業の主要部分と
施工関連事業を、吸収分割により複数の100％子会社に承継いたしました。
その結果、当社グループの各事業における当社及び関係会社の位置づけは次のとおりになり
ます。
① 不動産関連事業は、不動産賃貸仲介業務及び関連サービスから成り立っています。
不動産関連事業を営む会社は以下の13社になります。
ハウスコム株式会社
ハウスコムテクノロジーズ株式会社
大阪ハウスコム株式会社（株式会社宅都を2022年10月１日付で社名変更いたしました。）
ハウスコム東東京株式会社
ハウスコム西東京株式会社
ハウスコム東神奈川株式会社
ハウスコム西神奈川株式会社
ハウスコム千葉株式会社
ハウスコム埼玉株式会社
ハウスコム関東株式会社　（注）
ハウスコム静岡株式会社
ハウスコム東海株式会社
琉球ハウスコム株式会社
（注）ハウスコム関東株式会社につきましては事務手続上の都合により吸収分割を2022年
11月１日付で行いました。

② 施工関連事業は、不動産仲介を契機とする家主様・入居者様からの原状回復工事やリフ
ォーム工事、鍵交換・サニタリー 工事の依頼に対応する諸工事等と、外部の新築工事・リ
フォームや改修工事等に関わる営繕・建築請負工事、下請け工事等から成り立っています。
施工関連事業を営む会社は以下の２社になります。
エスケイビル建材株式会社
ハウスコムコミュニケーションズ株式会社
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① 発行可能株式総数 20,000,000株
② 発行済株式の総数 7,713,062株 （自己株式76,938株を除く）
③ 当事業年度末の株主数 2,628名

株主名 持株数（株） 持株比率（％）
大 東 建 託 株 式 会 社 4,000,000 51.86
光 通 信 株 式 会 社 330,200 4.28
ハ ウ ス コ ム 従 業 員 持 株 会 326,700 4.24
多 田 勝 美 310,000 4.02
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 222,300 2.88

田 村 　 穂 102,800 1.33
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 62,600 0.81
田 浦 光 敏 61,000 0.79
稲 田 昭 夫 60,000 0.78
熊 切 直 美 58,500 0.76

株式数（株） 交付対象者数
取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く ） 24,300 ２名

２. 株式に関する事項
（1）株式の状況（2023年3月31日現在）

④ 大株主の状況

（注）持株比率は、自己株式（76,938株）を控除して算出しています。
⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「４．会社役員に関する事項」「（２）取締役及び監
査役の報酬等」に記載しております。

（2）その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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2014年５月15日
取締役会発行決議

2015年５月21日
取締役会発行決議

2016年５月18日
取締役会発行決議

2017年５月16日
取締役会発行決議

新株予約権の払込金額 １株当たり
269.98655円

１株当たり
655.51円

１株当たり
595.915円

１株当たり
827.075円

新株予約権の行使価額 １株当たり１円 １株当たり１円 １株当たり１円 １株当たり１円

新株予約権の行使条件

１. 新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、当社の取
締役の地位を喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には翌営業
日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとす
る。

２. 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
３. 上記１、２に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定

められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契
約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交
換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場
合（株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合）、当該承認
または決定がなされた日の翌日から15日間

４. １個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。

新株予約権の行使期間 2014年５月31日から
2044年５月30日まで

2015年６月６日から
2045年６月５日まで

2016年６月４日から
2046年６月３日まで

2017年６月２日から
2047年６月１日まで

当社役員の保有状況 取締役（社外取締役を除く）

新株予約権の数 155個 56個 57個 53個

目的となる株式
の種類及び数 普通株式31,000株 普通株式11,200株 普通株式11,400株 普通株式10,600株

保有者数 １人 ２人 ２人 ２人

３. 新株予約権等に関する事項
　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予
約権等の状況
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氏　名 地　位 担　当 重　要　な　兼　職　の　状　況

田 村 　 穂 代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員
兼グループ統括
ユ ニ ッ ト 長

大阪ハウスコム株式会社 取締役

安 達 昌 功 取 締 役
執 行 役 員
業 務 ユ ニ ッ ト 長 兼
売 買 ユ ニ ッ ト 長

ハウスコム埼玉株式会社 代表取締役社長
エスケイビル建材株式会社 取締役

川 原 栄 司 取 締 役 －

大東建託株式会社 執行役員
大東建託パートナーズ株式会社 専務取締役
大東建託リーシング株式会社 取締役
少額短期保険ハウスガード株式会社 取締役
ハウスリーブ株式会社 取締役
ハウスペイメント株式会社 取締役

石 本 哲 敏 取 締 役 －
弁護士
石本哲敏法律事務所 代表弁護士
岡部株式会社 社外取締役

角 田 朋 子 取 締 役 －
公認会計士
角田朋子公認会計士事務所 代表公認会計士
株式会社Lumiere 代表取締役
株式会社カチタス 社外監査役

村 岡 　 彰 常 勤 監 査 役 － －

今 井 良 明 監 査 役 －
公認会計士・税理士
今井公認会計士事務所 代表公認会計士
グランツ税理士法人 代表社員
グランツ・コンサルティング株式会社 代表取締役

鶴　田　信一郎 監 査 役 － 弁護士
独立開業 弁護士

４. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2023年3月31日現在）

（注）１. 取締役石本哲敏氏及び角田朋子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 監査役今井良明氏及び鶴田信一郎氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３. 取締役角田朋子氏及び監査役今井良明氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関す

る相当程度の知見を有する者であります。
４. 当社は、取締役石本哲敏氏及び角田朋子氏、並びに監査役今井良明氏及び鶴田信一郎氏を東京証券

取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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氏名 地位、担当及び重要な兼職の状況

田村　　穂
代表取締役
社長執行役員　兼　グループ統括ユニット長
大阪ハウスコム株式会社 取締役

安達　昌功
取締役
執行役員　業務ユニット長　兼　売買ユニット長
ハウスコム埼玉株式会社 代表取締役社長
エスケイビル建材株式会社 取締役

尾﨑　雅哉
執行役員　法人ユニット長
ハウスコムテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長
ハウスコム東東京株式会社 代表取締役社長
ハウスコム千葉株式会社 代表取締役社長

塚田　敦志
執行役員
ハウスコム西神奈川株式会社 代表取締役社長
ハウスコム関東株式会社 代表取締役社長

中村　美佐 執行役員　HRユニット長
琉球ハウスコム株式会社 代表取締役社長

（参考）2023年４月１日現在の執行役員は以下のとおりであります。

（2）取締役及び監査役の報酬等
① 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　取締役の金銭報酬の額は、2007年６月28日開催の第９期定時株主総会において、年額
１億5,000万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）と決議さ
れております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は４名です。また、当該金銭報
酬とは別枠で、2019年６月21日開催の第21期定時株主総会において、譲渡制限付株式
報酬に係る報酬額を年額6,000万円以内、株式数の上限を年80,000株以内（社外取締役
を除く。）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役２名を
除く。）の員数は３名です。
　監査役の金銭報酬の額は、2021年６月18日開催の第23期定時株主総会において、年
額3,000万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３
名です。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項

　当社においては、取締役の個人別の報酬等の内容の決定は、取締役会決議によりその決
定を一任された代表取締役社長執行役員田村穂氏が行っており、株主総会で承認された取
締役報酬の範囲内において、任意の諮問機関である指名評価委員会の意見を参考に個人別
の報酬等を決定しております。
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役員区分 報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額（千円） 対 象 と な る
役 員 の 員 数
（名）基本報酬 業 績 条 件 型

譲渡制限付株式
勤 務 条 件 型
譲渡制限付株式

取締役
（社外取締役を除く） 98,740 76,855 7,988 13,896 2

監査役
（社外監査役を除く） 17,908 17,908 － － 1

社外役員 21,600 21,600 － － 4

　この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割及び成果に応
じた評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからです。
　当社においては、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、任意の諮
問機関である指名評価委員会を設置し、社外取締役の石本哲敏氏を議長として取締役の個
人別の報酬等について代表取締役社長に意見を述べており、代表取締役社長は当該意見を
参考に取締役の個人別の報酬等を決定していることから、代表取締役社長が委任された権
限を適切に行使しているものと判断しております。
③ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

（注）１. 当事業年度末での取締役の人数は５名、監査役の人数は3名であります。上記の支給人数には、無
報酬の取締役１名を除いております。

２. 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
３. 当社では、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、業績連動報

酬等として業績条件型譲渡制限付株式（Performance Share）を代表取締役及び業務執行取締役
に付与しております。業績条件型譲渡制限付株式の払込金額に相当する報酬債権の額は、上記イン
センティブとして機能するために十分と考えられる金額を役位別に取締役会決議により決定してお
り、また、企業価値の持続的な向上を図るために策定される内部的な目標計画である中期経営計画
における最終年度の連結営業利益の達成を株式の譲渡制限解除の指標として採用しております。当
連結会計年度においては、この指標に基づき、2023年３月期から2025年３月期までのいずれかの
連結会計年度において連結営業利益11億90百万円以上を達成することを譲渡制限解除の条件とし
ており、当連結会計年度における連結営業利益の実績は３億94百万円でした。

４. 当社では、非金銭報酬等として、上記注３の業績条件型譲渡制限付株式（Performance Share）
に加え、勤務条件型譲渡制限付株式（Restricted Stock）を代表取締役及び業務執行取締役に付与
しております。その内容は、以下のとおりです。

① 譲渡制限期間
対象役員は、2022年８月12日（払込期日）から当社又は当社子会社の取締役を退任する日まで
の間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
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② 譲渡制限の解除条件
対象役員が、2022年６月17日から2025年に開催される当社定時株主総会の日までの期間（以
下「本役務提供期間」という。）の間、継続して、当社又は当社子会社の取締役の地位にあった
ことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除
する。ただし、対象役員が本役務提供期間において、死亡、任期満了、その他当社の取締役会が
正当と認める理由により当社又は当社子会社の取締役を退任した場合、譲渡制限期間の満了時に
おいて、本役務提供期間の開始日を含む月の翌月から当該退任日を含む月までの月数を36で除し
た数に、本割当株式の数を乗じた数（ただし、計算の結果、１株未満の端数が生ずる場合には、
これを切り捨てる。）の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。

③ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償
で取得する。

④ 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
譲渡制限期間中は、対象役員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において
管理される。

⑤ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関
して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合
には、取締役会の決議により、本役務提供期間の開始日を含む月の翌月から組織再編承認日を含
む月までの月数を36で除した数（ただし、計算の結果、１を超える場合には１とする。）に、当
該時点において保有する本割当株式数を乗じた数（ただし、計算の結果、１株未満の端数が生ず
る場合には、これを切り捨てる。）の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直
前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間
で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役及び執行役員
並びに子会社の取締役及び監査役です。なお、被保険者のうち代表取締役、業務執行取締
役、常勤監査役及び執行役員は、株主代表訴訟補償特約について保険料を負担しており、そ
の負担割合は10％です。
　当該保険契約により被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及
に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。た
だし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意又は重過失に起
因して生じた当該損害は填補の対象としないこととしております。
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区分 氏名 兼職先会社名 兼職の内容 関係

社 外 取 締 役

石 本 哲 敏
石 本 哲 敏 法 律 事 務 所 代 表 弁 護 士

－
岡 部 株 式 会 社 社 外 取 締 役

角 田 朋 子
角 田 朋 子 公 認 会 計 士 事 務 所 代表公認会計士

－株式会社Ｌ ｕ ｍ ｉ ｅ ｒ ｅ 代 表 取 締 役
株 式 会 社 カ チ タ ス 社 外 監 査 役

社 外 監 査 役
今 井 良 明

今 井 公 認 会 計 士 事 務 所 代表公認会計士
－グ ラ ン ツ 税 理 士 法 人 代 表 社 員

グランツ・コンサルティング株式会社 代 表 取 締 役
鶴　田　信一郎 独 立 開 業 弁 護 士 －

区分 氏名 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される
役割に関して行った職務の内容

取 締 役 石 本 哲 敏

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、必要に応じ、主に弁
護士としての専門的知識・経験等を当社の経営強化のため発言を行ってお
り、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等に十分な役
割・責務を果たしております。また、上記のほか、任意の諮問機関である
指名評価委員会の議長として、取締役の個人別の報酬等について適切に行
使されるよう、意見を述べております。

取 締 役 角 田 朋 子

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、必要に応じ、財務・
会計の専門家としての見地から重要事項の決定と業務執行の監督機能強化
のため、発言を行っており、独立した立場から取締役会機能の強化と業務
執行の監督等に十分な役割・責務を果たしております。また、上記のほ
か、任意の諮問機関である指名評価委員会の委員として、取締役の個人別
の報酬等について適切に行使されるよう、意見を述べております。

監 査 役 今 井 良 明
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に、監査役会13回のうち13回
に出席し、財務・会計の専門家としての見地から、業務執行に対する意見
を述べております。

監 査 役 鶴　田　信一郎
当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に、監査役会13回のうち13回
に出席し、法律の専門家としての見地から、業務執行に対する意見を述べ
ております。

（4）社外役員の他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

（5）社外役員の主な活動状況
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区分 支給
人数

報酬等の種類別の額（千円） 報酬等の額
（千円）

親会社等又は当該親会社等の
子会社等からの役員報酬等

（千円）基本報酬 業 績 条 件 型
譲渡制限付株式

勤 務 条 件 型
譲渡制限付株式

社外取締役 2名 12,600 － － 12,600 －
社外監査役 ２名 9,000 － － 9,000 －

（6）社外役員の責任限定契約に関する事項
　当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間において、会社法第427条第１項の規定に
基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同法第425条
第1項に定める最低責任限度額を責任の限度としております。

（7）社外役員の報酬等の総額
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報酬等の額
当連結会計期間に係る会計監査人の報酬等の額 37,800千円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 37,800千円

５. 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当連結会計期間に係
る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠
などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行って
おります。

３. 会計監査人の報酬等の額につきましては、上記以外に、前連結会計期間に係る追加報酬の額が
2,500千円あります。

（3）非監査業務の内容
　該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監
査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を
解任した旨と解任の理由を報告いたします。

（5）責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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６. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① コンプライアンス監視委員会は、業務遂行に関する法令遵守の状況を継続チェックす

る。
② 内部監査室が全拠点を対象に業務監査を実施し、社内基準に基づいた業務遂行が行われ

ているかをモニタリングする。
③ 監査役は、必要に応じて内部監査室等と連携して、取締役の職務の執行の状況並びに取

締役会の決議事項の実施状況を監視する。
④ 公益通報制度の窓口（通報窓口）を設置して、業務実施レベルでの法令遵守の確保、不

正行為等の未然防止と早期発見に努める。
⑤ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは、取引関係を含め一切関係を

持たない。不当な要求に対しては、対応マニュアルに基づき、弁護士や警察等の外部専
門機関とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 法令・社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を電磁的記録を含む文書（以

下「文書等」とする。）により保存する。
② 文書等の保存期間は文書管理規程等の会社規程による。
③ 当該情報については、文書管理規程・個人情報保護規程を始めとする情報セキュリティ

に関する社内規程に基づき適正に管理する。
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① コンプライアンス監視委員会は、各部門と連携して、リスク発生の未然防止並びにリス
ク管理に取り組む。

② コンプライアンス監視委員会は、内部監査室と連携し、経営活動における法令遵守に関
するリスク管理を行う。

③ 業務の有効性及び財務報告の信頼性を確保するため、内部監査室と各部門が連携し、内
部統制の運用体制を強化する。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 経営上の意思決定を迅速に行うため、取締役の人数を少人数におさえ、取締役会を少人

数で構成している。取締役会は、毎月１回開催し、法令及び定款に記載された事項並び
に事業運営に関わる重要な事項を決定する。

② 取締役及び事業子会社の社長等が参加する事業会社会議を開催し、取締役会や経営会議
で決定された経営方針に基づく業務執行の具体的な方針を直接指示し、また現場で執行
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されている業務内容に係る具体的な課題・問題を直接把握する。当該会議は、事業運営
における経営と現場の間の透明性と効率を高める仕組みとする。

③ 取締役会で決定された経営上の基本方針に基づき、具体的な業務計画を策定し、当該計
画に係る業務を執行するための手続き等を諸規程に定め、適正で効率的な業務執行が可
能となる体制とする。

（5）当社及び親会社、子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　当社は、関係会社管理規程を定め、同規程に基づき、子会社の職務の執行に係る重要事
項を適宜報告させる。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
　当社は、関係会社管理規程を定め、同規程に基づき、子会社の経営活動における法令遵
守に関する重要事項を適宜報告させるとともに、当社の内部監査及び監査役監査を子会社
にも実施する。
③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、当社の取締役及び部門長に子会社の取締役等を兼務させることにより、当社の
経営上の基本方針を迅速に子会社にも浸透させ、また、子会社の現場の具体的な課題・問
題を当社に適宜報告させることにより、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われ
ることを確保する。
④ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制
　当社は、関係会社管理規程を定め、同規程に基づき、当社の内部監査及び監査役監査を
子会社にも実施するとともに、当社の通報窓口を子会社にも適用して、業務実施レベルで
の法令遵守の確保、不正行為等の未然防止と早期発見に努める。
⑤ その他の当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制
　当社は、企業の独立性を保持しつつも、親会社の企業集団に属する立場から、法令等の
遵守に関する当社の規程だけではなく、親会社の規程にも沿った内部統制システムを構築
し、業務を執行する。

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
　監査役が当該使用人を置くことを求めた場合は、適切な人物を専属の使用人として選任
し、その補助業務を行わせる。
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（7）監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査役から必要な指示を受けた使用人は、その指示に関して取締役の指示は受けないもの
とする。当該使用人の人事考課は監査役が行い、当該使用人の選任・解任については、監査
役の同意を得るものとする。

（8）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 取締役及び使用人、並びに、子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報

告を受けた者は、監査役に対して法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事
項、内部監査の実施状況を速やかに報告する。報告の方法については取締役会と監査役
会の協議により決定する。また、かかる監査役への情報提供を理由とした不利な処遇
は、一切行わない。

② 監査役は、取締役会に出席し、適宜意見を述べる。また、全社的に重要な会議及び全社
的な委員会等へ必要に応じて出席し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。

（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、必要に応じて取締役及び会計監査人と意見交換する。
② 監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に対して、ヒアリングを実施する。
③ 監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタ

ントその他の外部アドバイザーを任用するなど必要な監査費用を認める。
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７. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当連結会計年度におきましては、前記「業務の適正を確保するための体制等の整備について
の決議の内容の概要」に則った運用を実施しており、その主な取組みは以下のとおりです。
（1）コンプライアンス体制について
① コンプライアンス規程に基づき、社長、常勤監査役及び執行役員等で構成されるコンプ
ライアンス監視委員会を原則月１回開催し、法令及び社内規程の遵守状況などの重点確
認事項に関し担当部署から報告を受けるとともに、問題発生時に備えた対応及び防止策
について検討いたしました。

② 内部通報規程に基づき、問題の未然防止と早期発見を図るため、通報窓口を設置し、調
査及び適切な措置の実行に備えました。

（2）リスク管理体制について
① 経営における重大な損失、不利益等を最小限にするためリスク管理規程を制定してリス

クの把握・評価・対応策等によるリスク管理を継続的に行っております。
② 内部監査室は、内部監査規程及び関係会社管理規程に基づき、子会社を含め組織横断的

なリスクの状況把握、監視を行い、定期的に取締役に対してリスク管理に関する事項を
報告しております。

（3）取締役の職務執行について
　当社は、取締役会規程に基づき、原則月１回の取締役会を開催し、法令又は定款に定めら
れた事項及び経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行の監督機能を強化
しております。なお、当事業年度につきましては、取締役会を13回開催しております。

（4）監査役の職務執行について
　監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されております。当事業年度におい
ては、13回開催しており、常勤監査役からの会社の状況に関する報告及び監査役相互によ
る意見交換等が行われております。また、監査役は、取締役会を含む重要な会議への出席や
代表取締役、会計監査人及び内部監査室と定期的な情報交換を行い、子会社を含めた取締役
の職務の執行について監視をしております。

（5）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　常勤監査役は、取締役会に加えて経営会議等の重要な会議に出席しております。また、業
務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めておりま
す。定例の監査役会を開催しているほか、会計監査人及び内部監査室との情報交換や、代表
取締役と定期的な面談を行っております。

（備考）本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。
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資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産
現金及び預金
受取手形及び営業未収入金
棚卸資産
前払費用
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物附属設備
減価償却累計額
構築物
減価償却累計額
工具、器具及び備品
減価償却累計額
リース資産
減価償却累計額
建設仮勘定

無形固定資産
のれん
顧客関連資産
商標権
ソフトウエア
ソフトウエア仮勘定
電話加入権
その他

投資その他の資産
投資有価証券
営業保証金
差入保証金
長期前払費用
繰延税金資産
その他　

5,808,093
4,820,551
396,039
88,949
191,023
314,294
△2,765

5,674,439
403,035
1,080,620
△739,417
36,007

△22,115
227,338
△220,336
109,357
△69,189

770
1,810,592
655,871
86,598
1,133

1,060,028
1,334
4,295
1,329

3,460,811
91,530

1,932,800
664,819
28,863
682,972
59,825　

流動負債 3,597,622
営業未払金 297,806
短期借入金 1,000,000
リース債務 3,253
未払金 257,731
未払費用 417,328
未払法人税等 310,752
未払消費税等 283,016
契約負債 68,878
預り金 243,372
従業員預り金 121,232
賞与引当金 594,251

固定負債 866,451
長期預り保証金 41,676
リース債務 17,087
繰延税金負債 29,080
退職給付に係る負債 710,609
資産除去債務 67,997

負債合計 4,464,073
純 資 産 の 部

株主資本 6,989,491
資本金 424,630
資本剰余金 324,630
利益剰余金 6,320,204
自己株式 △79,973
その他の包括利益累計額 △2,303
退職給付に係る調整累計額 △2,303
新株予約権 31,271
純資産合計 7,018,459

資産合計 11,482,533 負債及び純資産合計 11,482,533

連結計算書類

連結貸借対照表（2023年３月31日）
（単位：千円）
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科 目 金 額
営業収益 14,179,318

仲介手数料収入 5,701,088
仲介業務関連収入 6,804,855
完成業務高 1,638,522
その他の収入 34,851

営業費用 13,784,994
営業利益 394,323
営業外収益 234,458

受取利息 38
受取配当金 168,300
受取補償金 50,516
雑収入 15,602

営業外費用 8,108
支払利息 1,580
支払手数料 5,517
雑損失 1,010

経常利益 620,673
特別損失 38,368

減損損失 38,368
税金等調整前当期純利益 582,304
法人税、住民税及び事業税 315,963
法人税等調整額 △61,009
当期純利益 327,351
親会社株主に帰属する当期純利益 327,351

連結損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
（単位：千円）
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株 主 資 本
資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 424,630 324,630 6,108,989 △104,837 6,753,411
当期変動額
剰余金の配当 △107,913 △107,913
親会社株主に帰属する
当期純利益 327,351 327,351

自己株式の取得 △374 △374
譲渡制限付株式報酬 △8,223 25,238 17,015
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)
当期変動額合計 － － 211,214 24,864 236,079

当期末残高 424,630 324,630 6,320,204 △79,973 6,989,491

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計退職給付に係る

調整累計額
その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 4,371 4,371 31,271 6,789,055
当期変動額
剰余金の配当 △107,913
親会社株主に帰属する
当期純利益 327,351

自己株式の取得 △374
譲渡制限付株式報酬 17,015
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額) △6,675 △6,675 － △6,675

当期変動額合計 △6,675 △6,675 － 229,403
当期末残高 △2,303 △2,303 31,271 7,018,459

連結株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
（単位：千円）
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資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産
現金及び預金
営業未収入金
関係会社営業未収入金
棚卸資産
前払費用
関係会社短期貸付金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物附属設備
減価償却累計額
構築物
減価償却累計額
工具、器具及び備品
減価償却累計額
リース資産
減価償却累計額

無形固定資産
商標権
ソフトウエア
ソフトウエア仮勘定
電話加入権
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
営業保証金
差入保証金
長期前払費用
繰延税金資産　

4,925,199
1,265,143
254,555
1,469,997
22,971
175,283
980,000
757,464
△216

5,160,910
77,802
107,260
△57,682
1,100
△293
59,161
△57,324
90,433
△64,852
1,075,756

1,133
1,037,683

792
4,125
32,022

4,007,351
91,530

1,914,728
935,000
573,404
28,685
464,001　

流動負債 2,196,193
営業未払金 77,339
短期借入金 1,000,000
リース債務 3,253
未払金 239,445
未払費用 356,089
未払法人税等 7,325
契約負債 63,141
預り金 251,601
従業員預り金 102,522
賞与引当金 95,476

固定負債 752,296
長期預り保証金 40,310
リース債務 962
退職給付引当金 687,523
資産除去債務 23,500

負債合計 2,948,490
純 資 産 の 部

株主資本 7,106,348
資本金 424,630
資本剰余金 324,630
資本準備金 324,630

利益剰余金 6,437,061
利益準備金 220
その他利益剰余金 6,436,841
繰越利益剰余金 6,436,841

自己株式 △79,973
新株予約権 31,271
純資産合計 7,137,619

資産合計 10,086,110 負債及び純資産合計 10,086,110

計算書類

貸借対照表（2023年３月31日）
（単位：千円）
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科 目 金 額
営業収益 7,271,476

仲介手数料収入 2,801,453
仲介業務関連収入 1,972,770
完成業務高 648,952
関係会社経営指導料 976,184
その他の収入 872,114

営業費用 7,235,867
営業利益 35,608
営業外収益 229,653

受取利息 1,341
受取配当金 168,299
受取補償金 50,516
雑収入 9,495

営業外費用 6,973
支払利息 1,425
支払手数料 5,517
雑損失 30

経常利益 258,288
特別損失 3,374

減損損失 3,374
税引前当期純利益 254,913
法人税、住民税及び事業税 15,124
法人税等調整額 84,809
当期純利益 154,979

損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
（単位：千円）
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株 主 資 本

資　本　金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余
金

資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 424,630 324,630 － 324,630 220 6,397,998 6,398,218

当期変動額

剰余金の配当 △107,913 △107,913

当期純利益 154,979 154,979

自己株式の取得

譲渡制限付株式報酬 △8,223 △8,223

株主資本以外の項目の
  事業年度中の変動額(純額)

当期変動額合計 － － － － － 38,842 38,842

当期末残高 424,630 324,630 － 324,630 220 6,436,841 6,437,061

株　主　資　本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計
当期首残高 △104,837 7,042,640 31,271 7,073,912
当期変動額

剰余金の配当 △107,913 △107,913

当期純利益 154,979 154,979

自己株式の取得 △374 △374 △374

譲渡制限付株式報酬 25,238 17,015 17,015
株主資本以外の項目の

  事業年度中の変動額(純額) － －

当期変動額合計 24,864 63,707 － 63,707

当期末残高 △79,973 7,106,348 31,271 7,137,619

株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
（単位：千円）

― 46 ―



独立監査人の監査報告書
2023年５月15日

ハウスコム株式会社
　取  締  役  会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 早稲田　　宏
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 志　賀　健一朗

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、ハウスコム株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日
までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ハウ
スコム株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告書
連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するため
に経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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独立監査人の監査報告書
2023年５月15日

ハウスコム株式会社
　取  締  役  会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 早稲田　　宏
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 志　賀　健一朗

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、ハウスコム株式会社の2022年４月１日から2023年３
月31日までの第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の　　
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第25期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成
した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役
等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その
他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びそ
の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし
ました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の
記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月19日

常 勤 監 査 役 村 岡 　 彰 ㊞
社 外 監 査 役 今 井 良 明 ㊞
社 外 監 査 役 鶴　田　信一郎 ㊞

ハウスコム株式会社　監査役会

　

監査役会の監査報告

以　上
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株主総会　会場ご案内図

■ 日時
2023年６月16日（金曜日）
午前10時開会（午前９時受付開始）

■ 会場
東京都港区港南２丁目16番１号
品川イーストワンタワー 9F
ハウスコム株式会社　本社大会議室
■ 会場までの交通
JR：品川駅 港南口 より 徒歩3分

※ 駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

ご来場の際のご注意

２階エレベーターホール右側手前にある９階～15階用
エレベーターをご利用ください。

2階エントランス

入口 入口

2階エレベーターホール

９階～15階用
エレベーター

品川駅

アトレ

港南口

東京都中央卸売市場
食肉市場

太陽生命
品川ビル

A棟

品川フロントビル

TKP品川港南口会議室

トモズ

B棟
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シ
テ
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賀
線

山
手
線

京
浜
運
河
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品川
イーストワンタワー
東京都港区港南2丁目16-1

ハウスコム株式会社


